
 

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２５日  

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市条例第１０号 

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例  

瀬戸市介護保険条例（平成１２年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 令和６年度から令和８年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）第９条第１号に規定

する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする 

 。 

第３条 令和３年度から令和５年度までの各年度

における保険料率は、次の各号に掲げる第１号

被保険者（介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）第９条第１号に規定

する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする 

 。 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１ 

２号。以下「令」という。）第３９条第１項 

第１号に掲げる者 年額 ２６，８２３円 

⑴ 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１ 

２号。以下「令」という。）第３９条第１項 

第１号に掲げる者 年額 ２８，７３９円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額    

３６，４０３円 

⑵ 令第３９条第１項第２号に掲げる者 年額 

３９，５９６円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額    

４４，０６７円 

⑶ 令第３９条第１項第３号に掲げる者 年額    

４７，８９８円 

⑷及び⑸ ＜省略＞ ⑷及び⑸ ＜省略＞ 

⑹ 次のいずれかに該当する者 年額 ７０， 

２５１円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 年額 ７０， 

２５１円 

ア ＜省略＞ ア ＜省略＞ 

イ 要保護者であって、その者が課される保 イ 要保護者であって、その者が課される保



 

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、

第１２号イ、第１３号イ又は第１４号イに

該当する者を除く。） 

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第８号

イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又

は第１２号イに該当する者を除く。） 

 

⑺ 次のいずれかに該当する者 年額 ７９，

８３０円 

⑺ 次のいずれかに該当する者 年額 ７９，

８３０円 

ア ＜省略＞ ア ＜省略＞ 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ

、第１３号イ又は第１４号イに該当する者

を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第９号

イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号

イに該当する者を除く。） 

 

⑻ 次のいずれかに該当する者 年額 ８９，

４１０円 

⑻ 次のいずれかに該当する者 年額 ８９，

４１０円 

ア ＜省略＞ ア ＜省略＞ 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号

イ又は第１４号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１０

号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当す

る者を除く。） 

⑼ 次のいずれかに該当する者 年額 ９８，

９９０円 

⑼ 次のいずれかに該当する者 年額 ９８，

９９０円 

 ア 合計所得金額が４２０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が４００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を



 

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１１

号イ、第１２号イ、第１３号イ又は第１４

号イに該当する者を除く。） 

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１１

号イ又は第１２号イに該当する者を除く。

） 

⑽ 次のいずれかに該当する者 年額 １２１

，３４２円 

 

 ア 合計所得金額が５２０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１２

号イ、第１３号イ又は第１４号イに該当す

る者を除く。） 

 

 

⑾ 次のいずれかに該当する者 年額 １３４

，１１５円 

⑽ 次のいずれかに該当する者 年額 １１１

，７６２円 

 ア 合計所得金額が６２０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が６００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１３

号イ又は第１４号イに該当する者を除く。

） 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１

２号イに該当する者を除く。） 

⑿ 次のいずれかに該当する者 年額 １４６

，８８８円 

 

 ア 合計所得金額が７２０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保

険料額について、この号の区分による額を

適用されたならば保護を必要としない状態

 



 

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（

⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１

４号イに該当する者を除く。） 

⒀ 次のいずれかに該当する者 年額 １５３

，２７４円 

⑾ 次のいずれかに該当する者 年額 １２４

，５３５円 

 ア 合計所得金額が８２０万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

ア 合計所得金額が８００万円未満であり、

かつ、前各号のいずれにも該当しない者 

イ ＜省略＞ イ ＜省略＞ 

⒁ 次のいずれかに該当する者 年額 １５９

，６６０円 

⑿ 次のいずれかに該当する者 年額 １３７

，３０８円 

 ア及びイ ＜省略＞ ア及びイ ＜省略＞ 

⒂ 前各号のいずれにも該当しない者 年額  

１６６，０４７円 

⒀ 前各号のいずれにも該当しない者 年額  

１５０，０８１円 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和

８年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、年額１５，９６６円とす

る。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和

５年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、年額１５，９６６円とす

る。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和６年度から令和８年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において

、前項中「１５，９６６円」とあるのは、「２

３，６３０円」と読み替えるものとする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和３年度から令和５年度までの各年度における

保険料率について準用する。この場合において

、前項中「１５，９６６円」とあるのは、「２

３，６３０円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和６年度から令和８年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合におい

て、第２項中「１５，９６６円」とあるのは、

「４３，７４７円」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和３年度から令和５年度までの各年度におけ

る保険料率について準用する。この場合におい

て、第２項中「１５，９６６円」とあるのは、

「４４，７０５円」と読み替えるものとする。 

５ ＜省略＞ ５ ＜省略＞ 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得、

喪失等があった場合） 

（賦課期日後に第１号被保険者の資格の取得、

喪失等があった場合） 

第５条 ＜省略＞ 第５条 ＜省略＞ 



 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者及び⑴に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ

、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ、

第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号

ロ又は第１３号ロに該当するに至った第１号被

保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至

った日の属する月の前月まで、月割により算定

した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当

該該当するに至った日の属する月から令第３９

条第１項第１号から第１３号までのいずれかに

規定する者として月割により算定した保険料の

額の合算額とする。 

３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１

号イ（同号に規定する老齢福祉年金の受給権を

有するに至った者及び⑴に係る者を除く。）、

ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、第４号ロ

、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又

は第９号ロに該当するに至った第１号被保険者

に係る保険料の額は、当該該当するに至った日

の属する月の前月まで、月割により算定した当

該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当

するに至った日の属する月から令第３９条第１

項第１号から第９号までのいずれかに規定する

者として月割により算定した保険料の額の合算

額とする。 

４ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 
      

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の瀬戸市介護保険条例第３条の規定は、令和６

年度分の保険料から適用し、令和５年度以前の年度分の保険料について

は、なお従前の例による。  

 


